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本県警戒レベル第４段階時における発熱や風邪症状がある

児童生徒等への対応、部活動について（お知らせ）

陽春の候、保護者の皆様にはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素より、本校の教育活動にご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。

さて、那覇市教育委員会より「県警戒レベル第４段階及びまん延防止等重点措置適用期間

中（４月 12 日～５月５日）における部活動について（通知）」、「本市県警戒レベル第４段階
時における発熱や風邪症状がある児童生徒等への対応について（通知）」がありました。

つきましては、ご家庭でも引き続き新型コロナ感染症拡大防止にご協力くださいますよう

お願いいたします。

※「本県警戒レベル第４段階における発熱や風邪症状がある児童生徒等への対応について（通
知）」は裏面をご確認ください。

記

【部活動について】４月 12日～５月５日
（1）平日の部活動時間は 90分以内とする。（早朝練習は行わない）
（2）土日、休日の部活動については、行わない。ただし、６月末までに九州・全国大会の

予選を兼ねた県内大会を控えている場合に限り、必要最小限の人数で２時間以内とす

る。（県立学校の活動に準じる）

（3）期間中は、県内外における練習試合については行わない。

※実施にあたっては、健康観察、消毒等、感染防止対策を今まで以上に徹底する。

【感染拡大防止について】

（1）継続して「検温及び健康観察シート」を活用した健康管理の徹底をお願いします。
（2）児童生徒の同居家族に発熱等の風邪の症状がある場合は自宅で休養させてください。

その場合は出席停止になります。

(3)「手洗い」「咳エチケット」「手指消毒」を行う。
(4)「十分な睡眠」「適度な運動」「バランスの取れた食事」を心がける。

※家庭内感染が増加していることから、当面の間、同居家族が濃厚接触者となった場

合は登校を控えるようお願いします。

※上記の対応は、令和３年４月 13 日時点のものであり、今後の状況や文部科学省、厚生労
働省、県教育委員会等の方針により随時、変更の可能性もあり得る旨、ご承知おきくださ

い。


